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公     告 
 

 

分任契約担当官 

陸上自衛隊奄美駐屯地 

第４４３会計隊長 林 勝之 

 

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。 

 

１ 競争入札に付する事項 

(１) 調達件名及び数量 

  

グループ名 調達件名 予定契約電力 予定使用電力量 

Ａ 令和６年度奄美駐屯地で使用する電気 750ｋＷ   2,775,000ｋＷｈ  

Ｂ 令和６年度瀬戸内分屯地管理地区で使用する電気 250ｋＷ   991,000ｋＷｈ  

Ｃ 令和６年度瀬戸内分屯地火薬庫地区で使用する電気 40ｋＷ   144,300ｋＷｈ  

Ｄ 令和６年度奄美駐屯地給水施設で使用する電気 30Ａ   1,540ｋＷｈ  

Ｅ 令和６年度奄美駐屯地給水施設で使用する電気 25ｋＷ   29,100ｋＷｈ  

Ｆ 令和６年度奄美駐屯地給水施設で使用する電気 30Ａ   1,250ｋＷｈ  

Ｇ 令和６年度奄美駐屯地給水施設で使用する電気 25ｋＷ   23,400ｋＷｈ  

Ｈ 令和６年度朝日町宿舎エレベーターで使用する電気 35ｋＷ   1,800ｋＷｈ  

(２) 仕 様 等 

仕様書のとおり 

(３) 使用期間 

   令和６年４月１日（月） ～ 令和７年３月３１日（月） 

(４) 需要場所 

  Ａ  鹿児島県奄美市名瀬大字大熊２２６番４９   陸上自衛隊奄美駐屯地 

  Ｂ  鹿児島県大島郡瀬戸内町大字節子６８４－２  陸上自衛隊瀬戸内分屯地（管理地区） 

  Ｃ  鹿児島県大島郡瀬戸内町大字節子６８４－２  陸上自衛隊瀬戸内分屯地（火薬庫地区） 

  Ｄ  鹿児島県奄美市名瀬大熊町９番４号      陸上自衛隊奄美駐屯地（送水ポンプ所） 

  Ｅ  鹿児島県奄美市名瀬大熊町９番４号      陸上自衛隊奄美駐屯地（送水ポンプ所） 

  Ｆ  鹿児島県奄美市名瀬大字大熊２２１番３５号  陸上自衛隊奄美駐屯地（中継ポンプ所） 

  Ｇ  鹿児島県奄美市名瀬大字大熊２２１番３５号  陸上自衛隊奄美駐屯地（中継ポンプ所） 

  Ｈ  鹿児島県奄美市名瀬朝日町１９番５      陸上自衛隊奄美駐屯地朝日町宿舎エレベーター 

 

２ 競争参加資格 

(１) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっ 

て、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

(２) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

(３) 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止 

等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

(４) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買 

又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 

(５) 令和４・５・６年度全省庁統一競争参加資格「物品の販売」のＤ等級以上の資格を有する者 

(６) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省 

指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。 

(７) 電気事業法第２条の２の規定に基づき、小売電気事業の登録を受けている者であること。 

(８) 前年度、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法（ＲＰＳ法）第８条第１項の勧告を受けて 

いない者 

(９) 環境配慮契約法に基づき、二酸化炭素排出係数及び環境への負荷の低減に関する取り組みの状況（新エネルギの 

導入状況、未利用エネルギーの活用状況等）に関し、別紙に基づく条件等満たしている者。 

(10) 入札等参加者心得に定める「暴力団排除に関する契約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。 

 

３ 契約条項及び公告の掲示場所 

  陸上自衛隊 西部方面隊ホームページ（https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/nyusatu/wa-fin/）、奄美駐屯地、 

奄美大島商工会議所 



４ 説明会及び入札執行の日時場所 

(１) 説明会日時場所：実施しない。 

(２) 入札日時場所 ：令和６年２月１４日（水） １３時３０分 奄美駐屯地業務隊 第１教場（Ｂ庁舎４Ｆ） 

 

５ 落札決定方法 

(１) グループ別総価決定とし、予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内最低価格をもって入札

を行った者を落札者とする。 

(２) 全ての入札が予定価格の制限に達しない場合は、直ちに再度入札を実施する。但し、郵便入札が含まれている場 

合には、後日改めて入札を実施する。 

(３) 同価の入札の場合については、抽選により決定する。 

 

６ 保証金に関する事項 

(１) 入札保証金：免除とする。ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結をしない場合には、落札 

者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収する。 

(２) 契約保証金：免除とする。ただし、契約者が契約上の義務を履行しない場合には、当該日から契約期間満了日ま 

でに係る予定使用電気料に契約金額（電力量料金単価）を乗じて得た額に基本料金を加算した額の１００分の１０ 

以上を違約金として徴収する。 

 

７ 入札方法 

  入札書に記載する金額は、各社において設定する契約電力に対する単価（基本料金単価）及び使用電力量に対する 

単価（電力量料金単価）を根拠とし、あらかじめ官側が別途提示する月ごとの予定契約電力及び予定使用電力量に基 

づき算出した各月の対価の年間総価を入札金額とすること。 

  なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した金額（当該金 

額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、 

消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する 

金額を入札書に記載すること。 

  ※ 入札書に記載する金額の算定に当たっては、力率割引又は割増、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。 

 

８ 入札の無効 

(１) 第２項に示す競争入札に参加する者に必要な資格のない者のなした入札 

(２) 電信、ＦＡＸ及び電話による入札 

(３) 入札金額、入札者名称及び押印が判別し難い入札 

(４) 入札者が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合 

                                                

９ 契約書等作成 

(１) 落札者は、落札決定後、速やかに「駐屯地用標準契約（請）書」の様式により作成する。 

(２) 適用する契約条項 

    「物品売買契約条項」 

    「談合等の不正行為に関する特約条項」 

    「暴力団排除に関する特約条項」 

    「単価契約に関する特約条項」 

 

１０ その他 

(１) 入札を代表者以外に委任する場合は、入札前に委任状を提出すること。 

(２) 郵便等による入札は、書留等配達証明の残る形式で、令和６年２月１３日（火）１７時００分までに到着したも 

のを有効とする。郵送後、入札の前日までに契約班まで連絡すること。また、入札金額が同額の場合は当該入札に 

関係の無い職員により抽選を実施する。郵便による入札参加者がいる場合の再度入札日時については、別途連  

絡する。 

(３) 「入札等参加者心得」を承知の上参加すること。 

(４) 入札参加希望者は、資格審査結果通知書（写）及び別紙に基づく付紙「適合証明書」を令和６年２月６日（火） 

  １７時００分までに提出すること。 

(５) 公共事業等からの暴力団排除を推進するための措置として、西部方面会計隊のホームページ「入札参加者心得」 

  第８章を確認し承知のうえ参加すること。 

(６) 第１０項(３)・(５)の項目に承知し入札に参加する者については、入札書に、「当社は、入札心得に定める暴力団  

排除に関する事項について誓約いたします。」及び「上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準 

契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。」と記入すること。 

 

 

１１ 問い合わせ先 

  〒８９４－０００１ 鹿児島県奄美市名瀬大字大熊２６６番地４９ 陸上自衛隊奄美駐屯地 

  ＴＥＬ ０９９７－５４－１０６０ 

  ＦＡＸ ０９９７－５４－１０６６  

第４４３会計隊  契約班 担当： 江頭    内線 ３５３ 


